
令和 5 年 1 月 26 日 

 

医療法人亀田病院 

理事⾧ 蒲池匡文 

 

検体検査に関するプロポーザルの実施ついて 

 

医療法人亀田病院では、令和 5 年 8 月 1 日からの検体検査支援業務契約を締結するにあた

り、下記の通り提案書を募集します。 

 

１．概要 

① 業務名称 医療法人亀田病院（亀田北病院、亀田花園病院を含む）検体検査支援業務 

② 契約期間 令和 5 年 8 月 1 日から令和 10 年 7 月 31 日まで 

注１ 受託者は、契約後、速やかに機器等の設置及び検査システムの試行運用等を

完了し、業務開始時から診療に影響を及ぼさないよう事前に病院と十分な協

議を行ってください。また、受託決定後の準備スケジュールを病院に提示

し、調整を行ってください。 

注２ 受託者は、院内検査業務の引継ぎに際して前受託者と十分な打合せを行い、

前受託者はこれに対し誠意をもって対応してください。 

 

２．提案書の提出 

下記の 6 項目について盛り込んだ提案書を提出してください。 

① 企業の活動実績 

② 企業から提案と今後の活動内容 

③ 検査実績と特色 

④ 検査室構築の提案 ※１ 

⑤ BCP に備えた提案 

⑥ 見積価格の提案 ※２ 

 

※１ 検査室構築の提案については、ブランチや FMS、その他の形態を考慮して多岐に

わたる提案をしてください。 

※２ 見積りについては、現行の検体検査システムの機能を維持したものの総額とランニ

ングコストを記載してください。 

なお、提案書の作成と見積費用の算出には、添付の「検査項目」「検査試薬一覧」

「検査機器一覧」を参考にしてください。 

 



３．提出期限 

令和 5 年 2 月 20 日（月）午後 4 時まで 

提出は、土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前９時から午後 4 時までとします。 

郵送は受け付けません。 

 

４．提出先 

〒041-0812 函館市昭和 1 丁目 23-11 

医療法人亀田病院 経営企画部 船木 

電話 0138-40-1500  FAX 0138-41-7124 

 

５．質疑について 

  質疑がある場合、質疑書を提出してください。 

口頭による質疑は受付けません。 

① 提出期限 令和 5 年 2 月 6 日（月）午後 4 時まで 

② 提出方法 e-mail にて受付けます。 

e-mail   funaki@hakodate-kameda-hp.com 

③ 回答方法 質問に対する回答は 2 月 15 日（水）までに e-mail で回答します。 

     再質疑および電話等による照会は受付けません。 

 

 

６．稼働開始日程 

  令和 5 年 8 月 1 日 

   

７．選定方法について 

① 一次審査（書類審査）による選定について 

    一次審査の結果については、令和 5 年 2 月 24 日（金）までに個別に通知します。 

    なお、審査結果の内容については回答しません。 

② 二次審査による選定について（プレゼンテーション） 

提案時間 20 分、質疑時間 10 分を予定しています。 

    開催日時は 3 月上旬を予定しています。 

③ ①、②の審査結果をもとに総合判断により選定し、結果は個別に通知します。 

なお、審査結果の内容については回答しません。 

 

８．その他 

  ①書類提出後の修正は一切認めません。 

  ②提出された書類は返却しません。 

  ③業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。 


